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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく

第一種使用規程の承認申請案件に対する意見募集（パブリックコメント）について

＜農林水産省同時発表＞ 平成１８年１月６日（金）
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「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律」に基づき、１件の遺伝子組換え生物の使用等に関する第一種使用規程の承

認申請があり、この第一種使用規程については、学識経験者の意見も踏まえ、

生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められることから、承認をすること

を予定しています。

今回の第一種使用規程の承認について、広く国民の皆様からの御意見を募集

するため、平成１８年１月６日（金）から平成１８年２月６日（月）までの

間、パブリックコメントを実施いたします。

１．カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について

遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生

物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の国内担

保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関す

る法律」（平成１５年法律第９７号。以下「カルタヘナ法」という。）では、環境

中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一種使用等」とし、第一種使用等をし

ようとする者は、第一種使用規程（第一種使用等の内容及び方法等を記載）を定め

主務大臣の承認を受けなければならないとされています。

２．意見の募集について

今般、カルタヘナ法に基づき、以下のとおり、農林水産大臣が生産又は流通を所

管する遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認申請がありました。カルタヘナ法

に基づき生物多様性影響に関して学識経験者から別添のとおり意見を聴取し、申請

に係る遺伝子組換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合に生物多様性影響

が生ずるおそれがないと認められることから、主務大臣である農林水産大臣及び環

境大臣が承認することを予定しています。つきましては、これらの申請を承認する

ことについて、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。



＜意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件＞

○ 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（ ）cp4 epsp gox Brassica napus, , L.
（ ）RT73, OECD UI:MON-00073-7
申請者：日本モンサント（株）
＜別添資料＞

御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って御提出ください。
なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。御意見は環
境省又は農林水産省のいずれかに御提出いただければ、両省において考慮されることとな
りますので、同じ御意見を２つの省に提出していただく必要はありません。
環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を
考慮した上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上
で公表する予定です。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願い

ます。
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